
 

 

技能実習制度推進事業等運営基本方針の一部改正について 

 

 

１ 改正の概要 

 （１）技能実習２号移行対象職種・作業の追加 

    座席シート縫製職種（自動車シート縫製作業） 

 

 （２）技能実習２号移行対象職種・作業名の変更 

    漁船漁業職種のうち、４作業について、次のとおり、作業名を変更 

   ・「まぐろはえ縄漁業」→「延縄漁業」 

   ・「底曳網漁業」→「曳網漁業」 

・「流し網漁業」→「刺し網漁業」 

・「かに・えびかご漁業作業」→「かに・えびかご漁業」 

 

２ 改正の内容 

別添のとおり 

 

３ 公布日 

平成 27年 12月 28日 

 

４ 運用日 

公布日同日 

 

資料４ 



技能実習制度推進事業運営基本方針 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

技能実習制度推進事業等運営基本方針 

                                

厚生労働大臣公示 

平成５年４月５日      

（平成９年４月 24 日一部改正） 

（平成 12年７月３日一部改正） 

（平成 16年４月 19 日一部改正） 

（平成 20年７月 28 日一部改正） 

（平成 22年１月 22 日一部改正） 

（平成 22年４月１日一部改正） 

（平成 24年３月 30 日一部改正） 

（平成 25年２月 12 日一部改正） 

（平成 25年４月 18 日一部改正） 

（平成 26年４月１日一部改正） 

（平成 27年１月 23 日一部改正） 

（平成 27年４月１日一部改正） 

 

 

別表 

技能実習２号移行対象職種 71 職種 130 作業 

 

１ （略） 

 

２ 漁業関係（２職種９作業） 

職種名 作業名 

漁船漁業 （略） 

まぐろはえ縄漁業 

（略） 

底曳網漁業 

流し網漁業 

（略） 

かに・えびかご漁業作業 

（略） （略） 

 

３・４ （略） 

 

５ 繊維・衣服関係（12 職種 21 作業） 

職種名 作業名 

（略） （略） 

布はく縫製 ワイシャツ製造作業 

（新設) （新設） 

 

６・７ （略） 

技能実習制度推進事業等運営基本方針 

                                

厚生労働大臣公示 

平成５年４月５日      

（平成９年４月 24 日一部改正） 

（平成 12年７月３日一部改正） 

（平成 16年４月 19 日一部改正） 

（平成 20年７月 28 日一部改正） 

（平成 22年１月 22 日一部改正） 

（平成 22年４月１日一部改正） 

（平成 24年３月 30 日一部改正） 

（平成 25年２月 12 日一部改正） 

（平成 25年４月 18 日一部改正） 

（平成 26年４月１日一部改正） 

（平成 27年１月 23 日一部改正） 

（平成 27年４月１日一部改正） 

（平成 27年 12 月 28日一部改正） 

 

別表 

技能実習２号移行対象職種 72 職種 131 作業 

 

１ （略） 

 

２ 漁業関係（２職種９作業） 

職種名 作業名 

漁船漁業 （略） 

延縄漁業 

（略） 

曳網漁業 

刺し網漁業 

（略） 

かに・えびかご漁業 

（略） （略） 

 

３・４ （略） 

 

５ 繊維・衣服関係（13 職種 22 作業） 

職種名 作業名 

（略） （略） 

布はく縫製 ワイシャツ製造作業 

座席シート縫製 自動車シート縫製作業 

 

６・７ （略） 

資料４別添 


